
 

社会福祉法人 済生会 経理規程 

 

第１２章 契約 

 

（契約機関）  

第６５条 契約は、本部においては理事長又はその委任を受けた者、支部・施設において  

は支部長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければこれをする  

ことができない。  

 

（一般競争契約）  

第６６条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、  

契約しようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び  

日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに、  

契約事項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければな  

らない。  

 

（指名競争契約）  

第６７条 合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認  

められる場合においては、指名競争に付することができる。なお、指名競争入札による  

ことができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。  

（１）契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合  

（２）契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要が

ないと認められる程度に少数である場合  

（３） 一般競争入札に付することが不利と認められる場合  

２ 前項の規定にかかわらず、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令」（平成７年政令第372号）第３条第１項に規定する総務大臣が定める区分により、

総務大臣が定める額以上の契約については、一般競争に付さなければならない。  

 

（随意契約）  

第６８条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合に  

おいては、随意契約によるものとする。なお、随意契約によることができる合理的な理  

由とは、次の各号に掲げる場合とする。  

（１）売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が下記に掲げられた契約の種類に

応じ定められた額を超えない場合  



（２）契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合  

（３）緊急の必要により競争入札に付することができない場合  

（４）競争入札に付することが不利と認められる場合  

（５）時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合  

（６）競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合  

（７）落札者が契約を締結しない場合  

２ 前項（６）の規定により随意契約による場合は、履行期限を除くほか、最初競争入札に

付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。  

３ 第1項（７）の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うもの

とし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付すときに定めた条件を変更すること

はできない。 

 

契約の種類 金額  

１ 工事又は製造の請負 ２５０万円  

２ 食料品･物品等の買入れ １６０万円  

３ 前各号に掲げるもの以外 １００万円  

 

（契約書の作成）  

第６９条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決  

定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履  

行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。  

（１）契約履行の場所  

（２）契約代金の支払い又は受領の時期及び方法  

（３）監査及び検査  

（４）履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金  

（５）危険負担  

（６）かし担保責任  

（７）契約に関する紛争の解決方法  

（８）その他必要な事項  

２ 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は契約の相手方ととも

に契約書に記名押印しなければならない。 

  

（契約書の作成を省略することができる場合）  

第７０条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書の作成を省略すること  

ができる。  



（１） 指名競争又は随意契約で契約金額が100万円を超えない契約をするとき  

（２） せり売りに付するとき  

（３） 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき  

（４）（１）及び（３）に規定する場合のほか、随意契約による場合において本部におい

ては理事長が、支部・施設においては支部長が契約書を作成する必要がないと認め

るき  

２ 第１項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除  

き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴すものとす  

る。 

 

（定期的な契約内容の見直し）  

第７１条 物品等の購入について取引基本契約に基づき継続的な取引を行っている場合、 

定期的に契約内容の見直しを行うものとする。  

 

 

附 則  

１ この規程を施行するため必要な事項については、細則で定める。  

２ 施設利用者からの預り金については、別途定める利用者預り金管理取扱要領による。  

３ 予算の管理については、別途定める予算管理要領による。  

４ 資金の運用については、別途定める資金運用要領による。  

５ 契約については、別途定める契約手続要領による。  

６ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。  

７ この規程の施行にともない、以下の規程は平成２７年３月３１日をもって廃止する。  

恩賜  

財団  

社会福祉法人 済生会経理規程(病院等) 平成 5年3月27日制定  

恩賜  

財団  

社会福祉法人 済生会経理規程(社会福祉施設等) 平成 14年 3月 28日制定 


